
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年９月１６日 

                       運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年７月１０日（土） ０６時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県播磨町東播磨港二見人工島南方沖  

江井ケ島港西防波堤灯台から真方位２２３°５,５００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３８.２′ 東経１３４°５２.２′） 

事故調査の経過  平成２２年７月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 遊漁船 俊郎
としろう

丸、１０トン 

   ２６０－２４７２４、個人所有 

   １３.６４ｍ(Lr)×３.５０ｍ×１.１５ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、４４１kＷ、平成元年４月２６日 

Ｂ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３６１４２（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.０６ｍ(Lr)×２.９３ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和６２年７月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５９年１２月３日 

    免許証交付日 平成２１年６月２５日 

           （平成２６年１２月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和４９年１２月１９日 

    免許証交付日 平成２１年６月２５日 

           （平成２６年９月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 負傷１人（釣客）左側頭部裂傷 

 Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に凹損及び船首部のオーニングの支柱が曲損 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣客２６人を乗せ、平成２２年７月

１０日０６時００分ごろ、兵庫県東播磨港二見人工島南方沖で、船首を東

に向けた状態で漂泊し、遊漁を始めた。 

 

 船長Ａは、操縦席右側の窓から顔を出したり、左舷側はモニターカメラ

を見たりして釣糸の状態を監視し、釣糸が海中にほぼ垂直になるよう、適
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宜、機関及び舵を使用して船体の向きを調整していた。 

船長Ａは、釣客の様子や船体の向きを調整することに注意を向けていた

ので、右舷後方４５°付近から接近するＢ船に気付かずに漂泊を続け、釣

客の「船が来る。危ない。」との叫び声を聞き、右舷後方至近にＢ船を初め

て視認したが、直後に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、二見人工島南方沖で底びき網漁の

操業を繰り返し、０６時４５分ごろ４回目の揚網を終えた。 

船長Ｂは、次の投網場所に移動することにしたが、周囲を一見しただけ

で他船がいないものと思い、前方の見通しが良い操舵室で操縦せずに、操

業時に使用する後部甲板に設置された操縦装置（以下｢後部操縦装置｣とい

う。)により、機関を前進にかけて北東進を始め、他の乗組員は、次の投網

に備えて網の準備に取りかかった。 

船長Ｂは、通常、漁場を移動する場合などにおいては、見通しが良い操

舵室で操縦することにしていたが、次の投網場所までの距離が近いので、

操舵室で操縦せずに、後部操縦装置を使って操縦した。しかし、後部操縦

装置の位置からは、船首方に死角が生じていた。 

船長Ｂは、後部操縦装置の位置で見張りを行いながら北東進中、前方至

近にＡ船を初めて視認して驚き、クラッチを中立としたが、０６時５０分

ごろ、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首とが衝突した。 

事故後、船長Ｂは、負傷した釣客を乗せて東播磨港に帰港し、救急車を

手配して病院に搬送した。  

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好、日出時刻 ０４時５６分 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期、潮流 西流 

 その他の事項  船長Ａは、事故当時、視界が良かったのでレーダーを使用していなかっ

た。 

 Ｂ船は、操舵室からの前方の見通しは良好であったが、後部操縦装置の

位置からは、船首部の構造物などによって船首方の死角が生じていた。  

あり 分析 乗組員等の関与 

あり 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船は、二見人工島南方沖で遊漁のため漂泊

中、Ｂ船は、漁場に向けて北東進中、両船が適切

な見張りを行っていなかったことから、両船が衝

突したものと考えられる。 

判明した事項の解析 

 船長Ａは、釣客の様子や船体の向きを調整する

ことに注意を向けていて、周囲の適切な見張りを

行っていなかったので、右舷後方から接近するＢ

船に気付かなかったものと考えられる。 

 船長Ｂは、後部操縦装置の位置において、船首

方の死角を補う適切な見張りを行っていなかった

ことから、船首方の死角に入っていたＡ船に気付

かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、二見人工島南方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北東進

中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことに
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より発生したものと考えられる。  

 




